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七宗町「財務書類」七宗町「財務書類」のの公表について公表について
統一的な基準による統一的な基準による

■財務書類作成にあたって
　本町では、平成２７年度決算まで「総務省方式改訂モデル」を採用し、資産や債務の情報を公表してきました。
しかし、この方式以外にも複数の作成方式があることに加え、同一方式であっても、固定資産台帳の整備状況によ
り資産計上額に差が生じることから、他団体との比較が困難である等の課題がありました。
　このようなことから、総務省より、全ての地方公共団体において「統一的な基準」による財務書類等を作成し公表
するよう要請があり、平成２８年度決算から「統一的な基準」による財務書類等の作成と公表を行ってまいりました。
　このたび、令和5年度決算についても、「統一的な基準」による財務書類４表を作成しましたのでお知らせします。

■対象となる会計等
一般会計等財務書類では「一般会計」が対象となり、全体財務書類では一般会計等に加えて公営事業会計の「国民健康

保険事業特別会計、介護保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、簡易水道事業会計、下水道事業会計」が対象
となります。

全体財務書類（町全体）

●  一　般　会　計

一般会計等財務書類
● 国民健康保険事業特別会計 ● 介護保険事業特別会計 ● 後期高齢者医療事業特別会計
● 簡易水道事業会計 ● 下水道事業会計

公営事業会計

■ 貸借対照表（ＢＳ） 
これは、地方公共団体が住民サービスを提供するために保有している財産（資産）と、その資産をどのような財源（負債・純資産）

で賄ってきたかを総括的に示すものです。資産・負債・純資産の３つの要素から構成されています。
表の構成は、左側に資産を示し、右側に負債及び純資産（資産と負債の差額）を計上しています。

（単位：百万円）

資産の部 負債の部
（現在までの累積資産） 一般会計等 全　体 （将来の負担額） 一般会計等 全　体

１．有形固定資産 8,579 12,088 １．固定負債 987 4,047
事業用資産 3,747 3,747 地方債 880 1,818
インフラ資産 4,543 7,544 退職手当等引当金 10 10
物　品 289 797 その他 97 2,219

２．無形固定資産 8 167 ２．流動負債 257 528
３．投資等 2,130 2,224 翌年度償還予定地方債 185 252

投資及び出資金 108 23 賞与等引当金 59 64
長期延滞債権等 7 9 その他 13 212
基　金 2,015 2,192 負債合計 1,244 4,575

４．流動資産 1,660 2,021 純資産の部 （現在までの負担額）

現金預金 162 345 固定資産等形成分 12,213 15,974
基　金 1,495 1,495 余剰分（不足分） △ 1,080 △ 4,049
その他 3 181 純資産合計 11,133 11,925

資 産 合 計 12,377 16,500 負債及び純資産合計 12,377 16,500

◆お金の使い道
　町が今まで集めたお金が、どのように使われたのかを表しています。
　七宗町全体で一番大きいのは道路や水道（インフラ）に約７５億円

（４６％）、次に庁舎や学校といった資産に約３７億円（２３％）、目的を
持った基金が約２２億、財政調整基金と減債基金が約１５億円あり、合
計で約３７億円（２２％）積み立てられています。

◆お金の集め方
　町が今までどのようにお金を集めてきたのかを表してい
ます。
　七宗町全体では約21億円（13％）は借金で、約144億円

（87％）は皆さんの税金および国や県からの補助金等です。

●！ 貸借対照表からわかること
◉純資産比率 ◉社会資本形成の将来世代負担比率
（純資産÷総資産×100）

＝＜一般会計等：89.9％＞ 
＝＜全　　　体：72.3％＞ 

（地方債（翌年度償還予定含む）÷固定資産×100）
＝＜一般会計等：9.94％＞ 
＝＜全　　　体：14.3％＞ 

純資産に対する資産の比率を算出することにより、保有してい
る有形固定資産等がどの世代の負担により賄われたのかがわかり
ます。この比率が高ければ過去・現役世代の負担が大きいといえ
ます。平均的な値は一般会計等で 70.9％、全体会計で 65.5％です。

これまで蓄積した固定資産を将来世代でどれだけ負担していく
のかがわかります。この比率が高ければ将来世代への負担が大き
いといえます。平均的な値は、一般会計等で 29.1％、全体会計
で 32.3％です。
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■ 行政コスト計算書（ＰＬ） 
これは、１年間の行政活動のうち資産形成に結びつかない行政サービスにかかる経費とその行政サービスの直接の対価として

得られた財源を対比させたものです。

（単位：百万円） 一般会計等 全　体
経常費用 3,039 4,357

１．人にかかるコスト
　　 （人件費、退職手当引当金繰入など） 678 733

２．物にかかるコスト
　　 （物件費、減価償却費、維持補修費など） 1,310 1,678

３．その他のコスト
　　 （支払利息など） 27 65

４．移転支出的なコスト
　　 （他会計等への支出額、社会保障給付など） 1,024 1,881

経常収益 88 193
使用料・手数料 19 117
その他収益（事業収益など） 69 76

純経常行政コスト（経常費用 ー 経常収益） 2,951 4,164
臨時損益 △ 15 △ 7
純行政コスト（純経常行政コスト ー 臨時損益） 2,936 4,157

■ 純資産変動計算書（ＮＷ）
これは、貸借対照表の純資産（資産から負債を除いた額）の部に計上

されている各数値が１年間でどのように変動したかを表しているもので
す。「期首純資産残高」から「純行政コスト」を差引き、「一般財源及び
補助金等受入」を加え、さらに「資産評価替えによる変動額」などを加
減算した金額が「期末純資産残高」となります。「期末純資産残高」は、
貸借対照表の「純資産」の金額と一致します。

（単位：百万円） 一般会計等 全　体
期首純資産残高 11,150 13,675
当期変動高 △ 17 △ 1,750

純行政コスト △ 2,936 △ 4,157
一般財源（地方税、地方交付税など）

及び補助金等受入 2,880 4,089

その他（資産評価替えによる変動額など） 39 △ 1,682
期末純資産残高 11,133 11,925

●！ 純資産変動計算書からわかること
◉行政コスト対税収等比率
（純行政コスト÷（一般財源＋補助金等受入）×100）

＝＜一般会計等：101.9％＞ 
＝＜全　　　体：101.7％＞ 

純行政コストに対して、どれだけが当年度の負
担で賄われたかがわかります。

当該比率が 100％を上回っていることは、過去
から蓄積した資産が取り崩されたか、あるいは翌
年度以降へ引き継ぐ負担が増加したこと（もしく
はその両方）を表しています。

平均的な値は、一般会計等で 103.5％、全体会
計で 101.3％です。

●！ 行政コスト計算書からわかること
◉受益者負担比率
（経常収益÷経常費用×100）

＝＜一般会計等：2.9％＞ 
＝＜全　　　体：4.4％＞ 

コストに対して受益者が負担した割合がわかり
ます。

平均的な値としては、一般会計等で 4.8％、全
体会計で 9.9％です。

■ 資金収支計算書（ＣＦ）
これは、資金（現金、預金など）の流れを示すものであり、どのような活動に資金が必要とされ、それがどのように賄われた

かがわかるようになっています。

（単位：百万円） 一般会計等 全　体
期首歳計現金残高 153 379

１．業務活動収支 509 483
 【支出】人件費、物件費、社会保障給付、補助金等など
 【収入】地方税、地方交付税、国県補助金等など

2,416
2,925

3,615
4,098

２．投資活動収支 △ 366 △ 349
 【支出】公共資産整備支出など
 【収入】資産売却収入、国県補助金等、貸付金回収など

517
151

520
171

３．財務活動収支 △ 145 △ 179
 【支出】地方債償還額、支払利息など
 【収入】地方債発行収入など

205
60

269
90

当期収支額 △ 2 △ 45
期末歳計現金残高 151 334
期首歳計外現金 10 10
歳計外現金増減額 1 1
期末歳計外現金残高 11 11
期末資金残高 162 345

●！ 資金収支計算書からわかること
◉地方債の償還可能年数
（地方債残高÷業務活動収支額

（支払利息支出を除く））
＝＜一般会計等：2.07年＞
＝＜全　　　体：4.13年＞

地方債を経常的に確保できる資金で返済した場
合に何年で返済できるかがわかります。平均的な
値は３年～９年です。
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問い合わせ 七宗町移住交流サポートセンター　☎ ４８－１７９９

少子・高齢化の進行やライフスタイルの
変化にともない、全国的に空き家の増加が
進行しています。本町においても空き家が
増加しており、住宅に関する施策を実行す
る上で、防犯や安全の観点も含め、総合的
な空き家対策を推進していくことが課題と
なっています。
七宗町ではこの１年間の新規空き家数は前年度に比べ減少しましたが、空き家

率は前年度より増加しています。
七宗町移住交流サポートセンターでは、引き続き空き家等の状況把握に努めて

いきます。また、建物の所有者様に対し、適正な管理のお願いや、空き家バンク
の活用促進など、空き家等の有効活用を模索していきます。

総空き家数　216棟 空き家率　15.6％

地 区 名 世 帯 数 空き家数 新規空き家数 住はじめ

上麻生地域 　784 110棟  4  3

神渕地域 　604 106棟  6  1

町全体 1,388 216棟 10  4

※地域別世帯数は自治会に入っている数です。
※住はじめは、空き家バンク調査における確認数です。

 令和６年度   七宗町内
 空き家状況 空き家状況ののご報告 ご報告 
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│最近のまちの話題をのがさずキャッチする
！│

DIGESTDIGESTひちそう町ダイジェスト
HICHISO

七宗町商工会青年部より、上麻生小学校と神渕小学校の
新１年生１０名の入学を祝って筆記具を寄贈していただき
ました。

寄贈は今回で５回目となり、七宗町商工会青年部部長の
中島史貴氏は「新入学生の学習に役立てていただきたいで
す」と話されました。

金幣社神渕神社例大祭が、杉洞地区を当番区として開催
されました。

昨年まではコロナ渦で、神事のみの開催でしたが、今年
は 6 年振りに神楽や黒獅子の舞などが行われ、盛大に開催
されました。

あいにくの空模様の中ではありましたが、久しぶりに活
気のある例大祭を見た参加者らは喜びの表情を浮かべてい
ました。

上麻生中学校と神渕中学校が統合され、七宗中学校の
開校式が４月７日に開かれました。

全校生徒は６４名となり、生徒会長の大前柑太さんは
「統合は新しい学校を１からつくり上げるチャンス。どこ
にも負けない素晴らしい学校にしたいです」と壇上で述
べました。
　式典の最後には、参加者全員で新しい校歌を歌い、
七宗中学校は新たなスタートを切りました。

４月１７日に役場で七宗町自衛官募集相談員連名委嘱
式が行われ、福井克仁さん（本郷下）に町長と自衛隊岐阜
地方協力本部長から委嘱状が授与されました。

福井さんは募集相談員を令和５年度から務めており、
引き続き、自衛隊と地域のかけ橋として、自衛官の確保
にご協力いただきます。

七宗町商工会青年部より筆記具の寄贈28
ーーーー金

3月

神渕神社例大祭13
ーーーー日

4月

七宗中学校開校式7
ーーーー月

4月

自衛官募集相談員委嘱17
ーーーー木

4月
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  診療所  　発熱やケガなど比較的軽い症状に対し、応急的な診療を行います。

月　日 曜 日 医療機関名 所 在 地 電話番号
５月２５日 日 西田醫院 美濃加茂市 ２８－３３７１
６月　１日 日 太田メディカルクリニック 美濃加茂市 ２６－２２２０
６月　８日 日 田原医院 川 辺 町 ５３－５５８８
６月１５日 日 岩永耳鼻咽喉科 美濃加茂市 ２５－８７４９
６月２２日 日 杉山クリニック 富 加 町 ５４－３１２１

●診療受付時間　午前９時～午後４時 30 分
＊混雑状況によって、診療受付終了時刻（午後４時 30 分）を早める場合がありますのでご了承ください。
　時間内に診療受付できなかった場合は、救急外来をご利用ください。
＊都合により、変更する場合や途中休憩があります。各医療機関にご確認ください。（加茂医師会のホームページでも確認できます）
＊場合によっては、かかりつけ医にご相談ください。

  歯　科  　急な歯痛や口の症状に対し、応急的な診療を行います。

月　日 曜 日 医療機関名 所 在 地 電話番号
５月２５日 日 おぐり歯科クリニック 八 百 津 町 ６６－８０７４
６月　１日 日 ファミリー歯科美濃加茂おとなこども矯正 美濃加茂市 ２５－００５５
６月　８日 日 カモ歯科クリニック 美濃加茂市 ２４－４１８１
６月１５日 日 ふくろう歯科クリニック 美濃加茂市 ６６－２９６０
６月２２日 日 しまデンタルクリニック 美濃加茂市 ６６－５９００

●診療受付時間　午前９時～午後１時
＊都合により、変更する場合があります。各医療機関にご確認ください。

問い合わせ 　七宗町役場　健康福祉課　健康係（生きがい健康センター内）　☎４８－１１１２

加茂休日急患開設の日程

毎年、６月１日は「人権擁護委員の日」です。

岐阜県人権擁護委員連合会及び可茂人権擁護委員協議会では、人権擁護委員制度の周知徹底と人権
思想の普及高揚を図ることを目的に、全国一斉「人権擁護委員の日」特設人権相談所を開設します。

いじめ・体罰・女性や障がい者に対する差別など、家庭内（夫婦・親子・結婚・離婚・扶養・相続等）、
近隣間のもめごと・悩みごとなど、身近なことで困っている
ことがあれば、人権擁護委員が相談に応じます。

また、相談は無料で秘密は厳守しますので、どなたでもお
気軽にご利用ください。

●相　談　日　令和７年６月５日（木）
　　　　　　　午前１０時から正午まで

●場　　　所　神渕コミュニティーセンター

●相談担当者　七宗町人権擁護委員

問い合わせ 　七宗町役場　健康福祉課　福祉係（生きがい健康センター内）　☎４８－１１１２

全国一斉「人権擁護委員の日」特設人権相談所開設
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岐阜県精神保健福祉センター
電話：058-231-9724　　

平日／午前９時 ～ 午後５時（祝日除く）
こころのケア専用ダイヤル

電話：090-5610-7578
月・水・金／午前１０時 ～ 正午・午後１時 ～３時（祝日除く）
いのちの電話（一般社団法人 日本いのちの電話連盟）

電話：0120-783-556
　毎日／午後４時 ～ 午後９時

毎月１０日／午前８時 ～ 翌日午前８時
電話：0570-783-556
毎日／午前１０時 ～ 午後１０時

急な病気やケガで
病院にいくほうがいい？
救急車を呼ぶほうがいい？
もし迷ったら
救急安心センターぎふ

ダイヤル回線、ＩＰ電話
などつながらないときは 058-216-0119

＃ 7 1 1 9
救急だと思ったら
ためらわずに
１１９番通報を

七宗町雇用促進奨励金交付制度
この制度は、町民を正規雇用従業員として雇用を促進することで定住を促進し、人口減少を抑制するため

新規従業員を雇用する事業所及び新規学卒者に対し町が「雇用促進奨励金」を交付する制度です。

●助成を受けることができる事業者（抜粋）
　・町内に本店の住所を有する事業所であること
　・雇用保険及び社会保険適用事業所であること
　・対象従業員を雇用する事業所であること。ただし、新規学卒者の場合は、学校等を卒業
　　した年の６月末日までに雇用していること
　・町税等の納付金を滞納していない事業所であること
　・町から別の補助金や交付金を受けていないこと
　・国の機関及び地方公共団体ではないこと
　・清算、破産、再生、更生、承認援助又は特別清算に関する手続き中ではないこと
●奨励金の対象となる従業員（抜粋）
　・正規雇用従業員として雇用された事業主と同居の親族以外の者であること
　・町の住民基本台帳へ記載があること。町外の者を正規雇用従業員とした場合は、正規雇用
　　従業員とした日から６ヶ月以内に本町の住民基本台帳へ記載されていること
　・過去に奨励金交付に至っていないこと。ただし、交付を受けた後に奨励金を返還されてい
　　る場合は、奨励金交付に至った正規雇用従業員ではないものとする
　・町税等の納付金を滞納していないこと
●補助金の額
　・雇用した従業員１人につき１０万円
　・新規学卒者へ１０万円

問い合わせ 　七宗町役場　ふるさと振興課　振興係　☎４８－２２９１

６月は「外国人雇用啓発月間」です
 ともに創ろう、 みんなが働きやすい職場　　～ 外国人雇用はルールを守って適正に ～ 

外国人（特別永住者等を除く）の雇入れ及び離職の際には、 その氏名、 
在留資格などをハローワークに届け出てください。外国人労働者の適
正な雇用の推進及び不法就労の防止を図ることについて、事業主をは
じめ皆さんのご理解とご協力をお願いします。

問い合わせ 　岐阜労働局　職業対策課　☎０５８－２４５－１３１４
　　　　　　　又は最寄りのハローワーク
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献血協力のお願い

●日時及び場所
　令和７年６月１２日（木）	 ◦午前９時４５分～正午まで … 七宗町役場西側駐車場
　	 ◦午後２時～４時まで ………… 神渕コミュニティーセンター前
●持 ち 物
　献血カードまたは、本人確認のできる物（運転免許証、各種保険証など）
●献血の基準
　・年齢が１６歳以上、６９歳以下
　  （６５～６９歳までの方は、６０～６４歳までの間に献血経験のある方）で健康な方
　・体重が男性４５㎏以上／女性４０㎏以上の方

＊献血に際しての注意事項
①３日以内に出血を伴う歯科治療（歯石除去含む）をされた方はできません。
　服用した薬によってはできないこともありますが、降圧剤や花粉症などの薬については、献血可能な

ものが多数ありますので服薬された方は「薬品名」を教えてください。（事前に問い合わせいただい
ても結構です）

②海外旅行から帰国（入国）されて４週間以内の方はできません。
③その他、口内炎や擦り傷、空腹や睡眠不足等、問診時の医師の判断によりできない場合があります。

問い合わせ 　七宗町役場　健康福祉課（生きがい健康センター内）　☎４８－１１１２

～ ふみ出そう  未来をつくる  献血に ～

「特定健康診査」受けてあんしんプラス！
6 月から特定健康診査（国保）が始まります。健康チェックがあなたの生活を守ります。

●対　　　象　４０歳から７４歳で国民健康保険に加入している方

●検 査 内 容　問診、身体計測、腹囲測定、血圧測定、
　　 　 　 　　血液検査（脂質・肝機能・糖代謝・腎機能等)
　　 　 　 　　心電図検査、眼底検査、尿検査（糖・蛋白・潜血）、
　　 　 　 　　医師の診察

●自己負担金　５００円

●特定健康診査日程
　＊受付時間：午前８時４５分 ～ １１時

【木の国七宗コミュニティーセンター】
　  ６月５日（木）・１０日（火）・１１日（水）・１２日（木）・１３日（金）・７月２７日（日）
【神渕コミュニティーセンター】
　  ６月１７日（火）・１９日（木）・２４日（火）・２５日（水）・２７日（金）

★治療中の方も対象です。治療とともに健診も受けて、自分の身体の様子を見ていきましょう。
★同会場にて胃・肺・大腸・前立腺がん検診・肝炎検査も行います。
★指定医療機関でも特定健康診査が受けられます。医療機関での受診もご利用ください。
★各種健診・検診は「ぎふ健康・スポーツポイント事業」の対象事業です。

問い合わせ 　七宗町役場　健康福祉課　健康係（生きがい健康センター内）　☎４８－１１１２
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●職　　種　税務職員採用試験（高校卒業程度）

●応募方法　①　令和７年４月１日において、高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起
算して３年を経過していない者及び令和８年３月までに高等学校又は中等教育学校
を卒業する見込みの者

　　　　　　②　人事院が①に掲げる者に準ずると認める者

●申込期間　インターネット（人事院ホームページ）より申し込んでください。
　　　　　　受付期間：令和７年６月１３日（金）午前９時 ～ ６月２５日（水）【受信有効】
　　　　　　※インターネット申込みができない環境にある場合は、人事院地方事務局・沖縄事務所
　　　　　　　に問い合わせてください。

●試 験 日　〈第１次試験〉令和７年９月７日（日）
　　　　　　〈第２次試験〉令和７年１０月１５日（水）～１０月２４日（金）のうち、いずれか指定する日

問い合わせ 　名古屋国税局　人事第二課　試験係　☎０５２－９５１－３５１１（内線３４５１）

税務職員採用試験受験者募集案内

【耐震シェルター等設置事業】について

七宗町では、地震による住宅の倒壊から居住者の生命を守ることを目的として、町内の木造住宅
の１階に【耐震シェルター・防災ベッド】を設置するための補助金を創設しました。

●補助金額　耐震シェルター及び防災ベッドの購入・運搬及び付帯工事等に要する費用で、１台
につき３０万円を上限に補助します。※補助対象住宅１戸あたり１台まで

●補助対象　旧基準木造住宅（昭和５６年５月３１日以前に建設された一戸建て木造住宅）で、
七宗町木造住宅耐震診断事業に基づく耐震診断において上部構造評点が１.０未満で
あり、七宗町木造住宅耐震補強工事の補助金を受けていないこと。

●注意事項　・交付決定後の契約が対象となります。
・申請年度の２月末までに設置が完了する必要があります。
　※申請は１月末までとなります。
・申請様式及び対象製品等は七宗町ホームページをご確認ください。

【木造住宅耐震診断事業】について

この事業は、対象建築物の所有者から申込みがあった場合、県に登録された「岐阜県木造住宅耐
震相談士」を無料で派遣し、「耐震診断（簡易診断）」および「概算補強工事費の情報提供」を実施
するものです。

●対象となる住宅
・七宗町内の木造一戸建て住宅（店舗等の用途を兼ねる住宅の場合は延べ床面積の半分以上が

住宅用であること）
・昭和５６年５月３１日以前に建設（着工）された木造住宅であること
・在来軸組工法、伝統的構法又は枠組壁工法で建築されたもの
・賃貸住宅の診断は居住者の承諾を得ているもの

●無料診断を受けることができる方
 住宅所有者で、町税等を滞納していない方

問い合わせ 　七宗町役場　総務課　防災係　☎４８－１１１１

耐震シェルター設置補助金・木造住宅耐震診断事業について
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専決処分の承認関係
承認第１号 専決処分の承認を求めることについて

（令和６年度七宗町一般会計補正予算
（第５号）） 

　物価高騰に伴い、国の物価高騰対応重点支援地方
創生臨時交付金を活用し、非課税世帯に対して３万円
とその世帯に属する子ども一人当たり２万円を給付す
るため、令和７年２月４日付けで専決処分したもので、
承認を求めるものであります。
　第１条は、既定の歳入歳出予算をそれぞれ１，５６８万
７千円増額し、歳入歳出予算の総額を３５億２，４５５万１千
円とするものです。

条例関係
議第1号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例について

　刑事施設における受刑者の処遇及び執行猶予制度
等のより一層の充実を図るため、懲役及び禁錮を廃止
し拘禁刑を創設する刑法等の改正に伴い、関係する
条例中の懲役や禁錮について改正するための条例で
あります。　　　　　　　　　
　なお、施行期日は、令和７年６月１日とするものです。
――――――――――――――――――――――――――
議第2号 七宗町職員の勤務時間、休暇等に関する

条例の一部を改正する条例について

　職員の休業に関する法律が改正されたことに伴い、
条文中の第８条の４では、育児又は介護を行う職員の
深夜勤務及び時間外勤務の制限を３歳に満たない子か
ら、小学校就学の始期に達するまでの子に引き上げ、第
１６条では、職員の配偶者等が介護を必要とする状況
に至った場合には、介護両立支援制度等に係る勤務環
境の整備に関する措置を追加するための条例の改正で
あります。
　なお、施行期日は、令和７年４月１日とするものです。
――――――――――――――――――――――――――
議第3号 七宗町職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例について

　条文中の第１９条第３項の引用する法律との条ずれ
が発生したため、改めるための条例の改正であります。
　なお、施行期日は、令和７年４月１日とするものです。
――――――――――――――――――――――――――

議第4号 七宗町職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例について

　条文中の第１４条第２項では、扶養手当のうち配偶
者を削除し、同項１号については、子どもに対する扶
養手当月額を１人につき１万３千円に充実する。また、
職員の給料月額の最低水準を引き上げるため、行政
職給料表を改めることに伴い号給切替表を適用する
などの条例の改正であります。
　なお、施行期日は、令和７年４月１日とするものです。
――――――――――――――――――――――――――
議第5号 七宗町自主運行バス設置条例の一部を改

正する条例について

　町内の小中学校の統合に伴う学童輸送を考慮し、町
営バス路線の運行区域の延長及び、現在、町営バスが
運行していない交通空白地であります、奥田地区、八
日市地区、葉津地区に、神渕循環線を新設するための
条例の改正であります。
　なお、施行期日は、令和７年４月１日とするものです。
――――――――――――――――――――――――――
議第6号 七宗町職員の特殊勤務手当に関する条例

の一部を改正する条例について

　特殊勤務手当の種類を定める、条文中の第２条第２
号の町営バス運転手手当を削除するための条例の改
正であります。
　なお、施行期日は、公布の日とするものです。
――――――――――――――――――――――――――
議第7号 七宗町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例について

　関連する制令の改正に伴い、国民健康保険税のうち
基礎課税額に係る限度額６５万円を６６万円に、また、
後期高齢者支援金等課税額に係る限度額２４万円を
２６万円に引き上げるための条例の改正であります。
　なお、施行期日は、令和７年４月１日とするものです。
――――――――――――――――――――――――――
議第8号 七宗町下水道事業の設置等に関する条例

の一部を改正する条例について

　町が管理する個別排水処理施設である､合併浄化槽
を新たに設置した１基を追加するための条例の改正で
あります。
　なお、施行期日は、公布の日とするものです。
――――――――――――――――――――――――――

発行：七宗町議会／議会報編集委員会　〒509-0492 岐阜県加茂郡七宗町上麻生 2442-3　℡ 0574-48-1489

　令和７年第１回定例会を２月２５日（火）～３月５日（水）まで開催しました。提出案件は、専決処分の承認関
係１件、条例関係１０件、予算関係１６件、その他案件３件、議員発議１件について審議し、それぞれ原案の
とおり承認・可決しました。
　なお、報告１件については、報告として処理しました。

定 例 会第1回
議会だより
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議第9号 七宗町消防団員等公務災害補償条例の一
部を改正する条例について

　非常勤消防団員等に係る損害賠償の基準を定める
政令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、
消防団員等の補償基礎額を引き上げるための条例の
改正であります。
　なお、施行期日は、令和７年４月１日とするものです。
――――――――――――――――――――――――――
議第10号 七宗町非常勤消防団員に係る退職報償金

の支給に関する条例の一部を改正する条
例について

　消防団員の処遇改善のため、活動に応じた適正な措
置を講じることが義務づけられているため、この趣旨を
踏まえ退職報償金制度を見直し、勤務年数区分に３５
年以上を追加するための条例の改正であります。
　なお、施行期日は、令和７年４月１日とするものです。

予算関係
議第11号 令和6年度七宗町一般会計補正予算

（第6号）

一般会計 歳入歳出３，１５８万１千円減額補正し、
　補正後の予算	 ３４億９，２９７万円

歳入

町税
地方譲与税
利子割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
法人事業税交付金
地方消費税交付金
環境性能割交付金
地方特例交付金
地方交付税
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国庫支出金
県支出金
財産収入
寄附金
繰入金
諸収入
町債

△９５万４千円
△７１万円
４万３千円

４４万円
７４万８千円

２０１万６千円
２４７万８千円
２２７万１千円
２６７万５千円

６，８０６万２千円
９７万３千円

△１８０万６千円
△５，４９６万５千円

△６０４万２千円
△１千円

２０３万３千円
△１，６２１万１千円
△１，３１３万１千円

△１，９５０万円

歳出

議会費
総務費
民生費
衛生費
農林水産業費
商工費
土木費
消防費
教育費
諸支出金
予備費

△１７８万８千円
１，３６６万２千円

△１，５５０万４千円
△１，７８１万３千円
△１，０６８万９千円

△６３万１千円
△１，０５２万９千円
△１，７５４万６千円
△１，０３８万１千円
３，９９６万８千円

△３３万円
――――――――――――――――――――――――――

議第12号 令和6年度七宗町国民健康保険事業特別
会計補正予算（第３号）

国民健康保険事業特別会計 歳入歳出６，９５８万８千円
減額補正し、
　補正後の予算	 ４億７，２４２万３千円

歳入

国民健康保険税
国庫支出金
県支出金
財産収入
繰入金
諸収入

△８３３万９千円
１０８万９千円

△６，１９８万６千円
２万２千円

△５９万９千円
２２万５千円

歳出

総務費
保険給付費
保健事業費
基金積立金
予備費

△４４万８千円
△６，０３９万８千円

△１３０万円
２万２千円

△７４６万４千円
――――――――――――――――――――――――――
議第13号 令和6年度七宗町介護保険事業特別会計

補正予算（第３号）

介護保険事業特別会計 歳入歳出２，５３９万１千円減額
補正し、
　補正後の予算	 ６億３，０４５万３千円

歳入

介護保険料
国庫支出金
支払基金交付金
県支出金
繰入金
諸収入

△２６０万円
△７００万１千円
△７８４万２千円
△４３３万１千円
△３６３万５千円

１万８千円

歳出

総務費
保険給付費
地域支援事業費
予備費

６４万１千円
△２，９５０万円

２５万６千円
３２１万２千円

――――――――――――――――――――――――――
議第14号 令和6年度七宗町後期高齢者医療事業特

別会計補正予算（第２号）

後期高齢者医療事業特別会計 歳入歳出２５８万４千円
減額補正し、
　補正後の予算	 ９，３１３万５千円

歳入

後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療広域連合支出金
繰入金

△１２５万７千円
△６９万２千円
△６３万５千円

歳出

後期高齢者医療広域連合納付金
保健事業費
予備費

△１１７万４千円
△４７万３千円
△９３万７千円

――――――――――――――――――――――――――
議第15号 令和6年度七宗町上麻生財産区特別会計

補正予算（第２号）

上麻生財産区特別会計 歳入歳出２万１千円増額補正し、
　補正後の予算	 ６５万１千円

歳入
財産収入
繰越金

2 万円
１千円

歳出
総務費
予備費

2 万円
１千円

――――――――――――――――――――――――――
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議第16号 令和6年度七宗町簡易水道事業会計補正
予算（第４号）

簡易水道事業会計 収益的収入１，９２６万５千円減額、
支出１，３８８万３千円減額補正、資本的収入３０万８千
円減額、支出２，８４４万２千円減額補正し、
　補正後の予算	 ４億４，９２１万９千円

収入

営業収益 その他営業収益
営業外収益 他会計補助金・雑収益
企業債　 企業債
出資金　 他会計出資金
負担金　 加入負担金
補助金　 県・他会計補助金

２万円
△１，９２８万５千円

△３，４６０万円
３，５２６万１千円

３９万７千円
△１３６万６千円

支出

営業費用 原水及び浄水費
　　　　 配水及び給水費
　　　　 総係費
　　　　 資産減耗費
営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費
建設改良費 浄水設備改良費
　　　　 配水設備改良費
　　　　 営業設備費

△７１２万５千円
△４０万７千円
△９５万５千円

△５５０万円
１０万４千円
△３３７万円

△２，５０２万３千円
△４万９千円

――――――――――――――――――――――――――
議第17号 令和6年度七宗町下水道事業会計補正予算

（第３号）

下水道事業会計 収益的収入１，０４５万円増額、支出
２４０万２千円減額補正、資本的収入３５２万２千円減
額、支出３５２万９千円減額補正し、
　補正後の予算	 ２億３，１１４万１千円

収入

営業外収益 県・他会計補助金
出資金　 他会計出資金
補助金　 他会計補助金

１，０４５万円
△２８４万４千円

△６７万８千円

支出

営業費用 ポンプ場費
　　　　 処理場費
　　　　 業務費
　　　　 総係費
建設改良費 管渠整備補助事業
　　　　 処理場整備単独事業費

△６８万６千円
△２７万３千円

△３６万円
△１０８万３千円
△２８２万９千円

△７０万円
――――――――――――――――――――――――――

※△はマイナス表記です。

令和7年度 七宗町予算	 （　）内は対前年度比

議第18号  七宗町一般会計予算
３５億５,０００万円 （５．７％増）

議第19号  七宗町国民健康保険事業特別会計予算
	 ４億８,０００万円 （７．７％減）

議第20号  七宗町介護保険事業特別会計予算
	 ６億３,５００万円 （0．8％減）

議第21号  七宗町後期高齢者医療事業特別会計予算
	 ９,５００万円 （２．２％増）

議第22号  七宗町神渕財産区特別会計予算
１5０万円 （1５．４％増）

議第23号  七宗町上麻生財産区特別会計予算
６０万円 （５１８．６％増）

議第24号  七宗町中麻生財産区特別会計予算
７0万円 （1．8％減）

議第25号  七宗町簡易水道事業会計予算
３億９,５９８万円９千円 （18．４％減）

議第26号  七宗町下水道事業会計予算
２億３,１８３万円５千円 （0．8％減）

――――――――――――――――――――――――――

令和7年度 主要事業

■総務課
◦防災行政無線親局設備更新工事
◦耐震シェルター、防災ベットの設置に関する補助金制度の創設
◦消防団員の確保対策（準中型免許取得促進）
◦七宗町奨学金返済支援事業
◦自治体情報システムの標準化・共通化に関する業務

■住民課

◦預貯金照会業務の電子化

■ふるさと振興課

◦（仮称）名所めぐるツアーの造成に係る環境整備事業
◦森林環境譲与税事業

■健康福祉課

◦成人歯周病検診事業

■神渕支所

◦神渕コミュニティーセンター防犯カメラ設置工事

■水道環境課

◦中麻生地内②-3・③-2工区水道管布設替工事
◦大塚地内⑦-1・⑦-2工区水道管布設替工事
◦生活基盤近代化事業詳細設計業務
◦七宗町簡易水道経営戦略改定業務
◦七宗町下水道経営戦略改定業務

■教育課 

◦新入生徒通学用かばん購入
◦七宗小学校改築工事設計監理業務委託
◦上麻生小学校校舎解体工事設計業務委託
◦小学校図書館蔵書データ化業務委託
◦七宗小学校遊具移設・新設工事
◦七宗小学校改築工事
◦神渕小学校排水路整備工事
◦神渕小学校プール外周ネットフェンス等改修工事

■建設課 

◦地籍調査業務委託上麻生Ⅲ  継続  追洞工区
◦地籍調査業務委託本郷1  新規  本郷地区
◦町道下市場葉津線舗装修繕工事
◦町道万場杉洞線災害防除工事
◦町道落合葛屋線災害防除工事
◦橋梁修繕調査設計業務（上麻生跨線歩道橋）
◦飯高橋修繕工事
◦岐阜県県管理道沿い樹木伐採事業
◦ライフライン保全対策関連業務
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各議員の採決の状況
古田 好文 堀部 勝広 松山 成美 大鋸 利光 中島 寛直 福井 德一

承認第 1 号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第 １ 号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第 ２ 号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第 ３ 号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第 ４ 号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第 ５ 号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第 ６ 号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第 ７ 号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第 ８ 号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第 ９ 号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第１０号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第１１号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第１２号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第１３号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第１４号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第１５号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第１６号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第１７号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第１８号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第１９号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第２０号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第２１号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第２２号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第２３号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第２４号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第２５号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第２６号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第２７号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第２８号 ○ ○ ○ ○ ○ －
議第２９号 ○ ○ ○ ○ ○ －
発議第１号 ○ ○ ○ ○ ○ －

○は賛成　×は反対　 ※福井德一議員は議長のため、賛否同数の場合以外は採決には加わりません。

その他案件
議第27号 工事請負契約の変更契約の締結について

　令和６年９月１３日に議決いただきました道路メン
テナンス補助事業　大柿橋修繕工事につきまして、
契約金額増額による変更契約の締結について、七宗
町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処
分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求
めるものであります。
――――――――――――――――――――――――――
議第28号 財産の取得について

　学校においてＩＣＴを活用した授業を行い、情報活用能
力を高めるため一人１台タブレット端末を利用できるＩＣＴ
環境整備のため、岐阜県が実施したタブレットの共同購
入におけるプロポーザルにて選定されました教育産業
株式会社岐阜営業所と、１月１５日に、ＧＩＧＡスクールタ
ブレット端末購入事業の仮契約を締結いたしました。
　本契約については、七宗町議会の議決に付すべき
契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の
規定により、議会の議決を求めるものであります。
――――――――――――――――――――――――――

議第29号 普通財産の無償譲渡について

　昭和５０年に契約した七宗町分収造林事業の契約期
間が終了を迎えることから、本町収益分については、
契約相手方に無償譲渡することについて、地方自治法
第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求め
るものであります。

議員発議
発議第１号 七宗町議会の個人情報の保護に関する条

例の一部を改正する条例について

　行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律の改正に対応するとともに、
所要の規定の整備のため本条例を制定するものです。

報告関係
報告第1号 例月出納検査結果報告書について
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一般質問  －第１回 定例会－

質問 買い物支援について
古 田 好 文  議員

１２月の一般質問でスーパー誘致に関わる補助金などの優遇についてをお尋ねし
ましたが、現行の補助金交付要綱では事業主に出店していただく交渉材料に乏し
く、また、要綱を改定するにも時間がかかり過ぎると判断しましたので、このスーパー誘致につ
いては、今後、熟慮した上でご質問させていただきたいと思います。

さて、今回は買い物支援のうち、インターネットを介して商品を注文し購入するネットスーパー
の活用について、お尋ねさせていただきます。

買い物に出かけることが困難な高齢者などに行政からタブレットを貸与し、そのタブレットを
使って商品を購入することができるシステムを構築してはいかがでしょうか。

不慣れな方でも分かりやすい画像つきのマニュアルを作成し、時にはエリアごとの勉強会を開
催し操作方法などを習得していただくことで、商品が自宅に居ながら注文でき、最短翌日には商
品が届くようになれば大変便利であると思いますが、いかがでしょうか。

現在ではタブレットも安価になり、操作方法も簡単になっているので、高齢者でもハードルは
高くないと思います。

また、七宗町は翌日配達ができるエリアに含まれており、区域外のエリアであっても企業努力
によりエリアを拡大していると伺っております。

タブレットの導入によるネットスーパー利用促進についてどのようにお考えなのか、ご答弁を
お願いいたします。

２月
　７日　七宗町防災会議
１２日　区長会（木の国七宗ＣＣ）
１３日　議会運営委員会
１４日　地方財政対策等説明会及び合同懇談会（岐阜市）
１７日　議員研修会（可児市）

１８日　議会全員協議会
２５日　七宗町議会第１回定例会（開会）
　　　　総務建設常任委員会
２６日　教育民生常任委員会・総務建設常任委員会
２７日　総務建設常任委員会・教育民生常任委員会

３月
　５日　七宗町議会第１回定例会（閉会）
　７日　中学校卒業証書授与式
１０日　可茂地域一部事務組合議会定例会
　　　　（美濃加茂市）
１１日　社会教育委員会及び七宗町コミュニティー
　　　　センター運営委員会
１３日　七宗町青少年育成町民会議運営委員会
　　　　（木の国七宗ＣＣ）

１６日　上麻生中学校・神渕中学校閉校式
１９日　介護保険等運営協議会（地域包括支援セン
　　　　ター運営協議会）
２５日　小学校卒業証書授与式
２６日　岐阜県町村議会議長会評議員会及び臨時総会
　　　　（岐阜市）
２７日　卒園式 ／ 可茂地域懇談会（美濃加茂市）
３０日　七宗町消防団入退団式（神渕ＣＣ）

４月
　１日　年度始め式 ／ 転入教職員宣誓式
　４日　入園式 ／ 区長会（木の国七宗ＣＣ）
　７日　七宗中学校開校式・七宗中学校入学式
　８日　小学校入学式
１３日　神渕神社例大祭

１７日　七宗町福寿会総会（木の国七宗ＣＣ）
１８日　議会運営委員会・議会全員協議会
２４日　議会報編集委員会
２５日　七宗町議会第１回臨時会
２５日　交通安全協会上麻生分会定期総会

議
会
の
動
き
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一般質問  －第１回 定例会－

答 弁 参事兼ふるさと振興課長 林 　 佳 成

スーパー誘致に関し、もう少し熟慮いただけるとのことでございますが、議員が思っておられた
ような結果には至らず、申し訳なく思うところではございますが、実情や状況を鑑み今後の課題と
して引き続き検討してまいりたいと存じます。

さて、ご質問の「ネットスーパーの活用」についてですが、国は令和５年１２月にデジタル田園
都市国家構想を閣議決定し、デジタル基盤の整備やデジタル人材の育成・確保、誰一人取り残され
ないための取り組みを基礎条件整備として掲げ、推進を図っておられます。

また、岐阜県においても産官学が垣根を超え、オール岐阜体制でデジタル・トランスフォーメー
ション（ＤＸ）を推進するため「岐阜県デジタル・トランスフォーメーション推進計画」を策定し、
デジタル化を推進しておられます。

そんな中、当町におきましても今年度改訂版が出来上がる予定の総合戦略や来年度に改定をめざ
す第六次総合計画においてもデジタル戦略についてを盛り込み、デジタルを推進してまいりたいと
考えており、この「ネットスーパーの活用」という話題は、今後めざすものの一つであると考えます。

折しも町内では商店等が閉店されたり廃業されたりしており、買い物に関しては十分な町ではな
いと認識しており、それに代わるものとしてネットスーパーの利用は必要なことであると判断して
おり、今後、ＤＸを推進して行くうえで取り組んでまいりたいと考えております。

なお、ご質問の中に行政からのタブレットの貸与についてご意見がございましたが、既にインター
ネットを利用して商品を購入している方がいらっしゃると言う観点から考えますと個人的な利用に
対し行政から機器を貸与することは公平性に欠けるのではないかと思うところもございますので、
機器の貸与については現在のところ考えておりません。

いずれにしましても、町民の皆さんも、この「ＤＸ デジタル・トランスフォメーション」につ
いては、身近にあるスマートフォンやタブレットから関心を持っていただき、日頃からＤＸを意識
した暮らしをしていただきますようお願いを申し上げます。

質問者の所見
ＤＸ推進については重要なことと理解しておりますが、買い物支援を求めておられる町民の

方にＤＸを意識していただくために、スマートフォンなどで安心して簡単に注文ができ、商品
は着払いで完了する流れを、各地区で講習会、説明会の折には、ネットスーパー活用法も交え
てご説明をお願いいたします。

ロックタウンプラザ野彩ひろばについて
古 田 好 文  議員

ロックタウンプラザの売場に活気を戻すための方策や生産者組合の組織化について、現在の進
捗状況をお聞かせください。

なお、私の思いとしましては、野菜の調達が一番確実で安定するのはＪＡの組合ルートより野
菜を確保することだと思いますが、いかがでしょうか。

答 弁 参事兼ふるさと振興課長 林 　 佳 成

ロックタウンプラザの売り場に活気を戻すための方策や生産者組合の組織化についての進捗状
況についてのお尋ねですが、ふるさと振興課といたしましては、去る１月２３日木曜日に木の国七
宗コミュニティーセンターでロックタウンプラザの野彩ひろばに野菜等を出荷してくださってい

質問
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一般質問  －第１回 定例会－

七宗町消防団組織の機能別団員について
松 山 成 美  議員

令和６年１２月定例会において、消防団員の成り手不足の解消、初期消火等の支
援活動、後方支援活動の充実を図るために、七宗町消防団員の定員、任免、給与、
服務等に関する条例の一部を改正しました。

第２条第２項、消防団員の種類は、基本団員及び機能別団員とし、次の各号に掲げる区分とす
るとあります。

１号で、基本団員は、機能別団員以外の消防団員、２号においては、機能別団員は、町長が別
に定める特定の職務に限り従事する消防団員、機能別団員について新たに加えられ、第３条第２
項において、機能別団員の任命については、前項に定めるもののほか、要綱で定めるとありますが、
機能別団員の定数、資格、年齢等を要綱で定められ、広く町民の皆さんに募集し、消防団組織として、
いつから活動するのかをお尋ねいたします。

答 弁 総務課長 亀 山 桂 児

近年は、局地的な大雨により、全国各地で甚大な被害が頻発化しているなか、地域に密着した消
防団員の方々は災害発生時には一早く現場に駆け付け、避難誘導、被災者救助など献身的に活動し
ていただいておりますが、七宗町をはじめ全国各地の町村では、過疎化が進み消防団員の確保が厳

質問

る出荷者を対象に「安全で安心できる野菜の出荷を目指して」と題して東京にあります公益社団
法人緑の安全推進協会のご協力で講師をお招きしてセミナーを開催しました。

その際に参加者の皆様には「あと１粒」、「あと 1 本」、「あと 1 個」でいいですから余分に種を蒔
き、収穫し、出荷をして欲しいとお願いをさせていただきました。

また、セミナー後には、「野菜の作り方を教えて欲しい」とか「もっと仲間を増やして欲しい」
とのご意見をいただきました。

改めて出荷者の皆様の強い思いを感じることができ、良い機会であったと自負しているところで
あり、ふるさと振興課としましても更に生産者の育成や生産者組合等の組織化に向けて取り組む必
要があると考えているところでございます。

また、野菜の調達についてＪＡと連携してはどうかとのことですが、既にＪＡめぐみのの関係者
とは協議を進めており、ＪＡ直営の販売所等から野菜等を入荷し、品数を増やし、活気を取り戻す
ことが出来ないかと考えておりますが、町内で野菜や果物を取り扱っていらっしゃる商店もありま
すので、引き続き状況を注視しながら取り組んでまいりたいと考えます。

何れにしましても、生産者の確保を含め、栽培技術の向上や加工品等の製造に取り組むことが出来
るよう更に善処してまいりたいと考えますのでご理解を賜りたくお願い申し上げ、併せて、野菜の栽
培や出荷、集荷について議員にも更なるご理解とご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

質問者の所見
野菜の出荷を目指してのセミナー開催は、ご努力に感謝いたします。
ＪＡめぐみのの関係者との協議は現実味があり、精力的に進めていただき、少しでも新ルー

トの仕入れにより早く野菜広場が潤うことを願います。
そこでロックタウンプラザの売上げ、利益向上に、ふるさと振興課だけでなく行政も支援さ

れることを望みます。
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一般質問  －第１回 定例会－

町議会議員が決まりました
　議員の欠員に伴う、令和７年３月２３日執行の七宗町議会議員補欠選挙において新しい
議会議員（３人）が決まりました。
　なお、新議員の任期は、令和７年３月２４日から令和９年７月１０日までとなります。

和田 真一郎 議員
野々古屋 （初）

上野 和義 議員
寺 洞 （４回）

加納 竜也 議員
間 見 （初）

しい状況となっております。
このような状況のなか、岐阜県においては消防団員確保対策として市町村と一体となり「オール

岐阜」による取り組みが令和６年度から始まっております。
その取り組みとしましては、被雇用者の入団促進として事業所を訪問し従業員の入団や消防団活

動への協力と、事業所に対する減税制度の活用等です。また、広報活動としては、ポスターやのぼ
りの作成や大型商業施設でのＰＲ事業などです。特に、学生等若者の加入促進の取り組みとしまし
ては、消防団活動を紹介したパンフレットを配布することで消防団員としての「やりがい」を知っ
ていただくなど関係団体と協力しながら、団員の増加を目指しておりますが、消防団員の確保は難
しい状況が続いております。

しかし、今後予想される大規模災害をはじめ、豪雨による風水害の発生が危惧されるなか、被害
を最小限に留めるためには、地域防災力の中核を担う消防団が重要となることから、七宗町では現
在の消防団員の負担軽減と日中の火災時における初期消火や支援活動における出動人員確保のた
め、機能別消防団員を令和７年より設置することを決定しました。

機能別消防団員の詳細につきましては、「七宗町消防団機能別団員の任務、身分等に関する要綱」
において定めておりますが、資格については、元消防団員または、消防職務に従事された経験があ
る方で、日中の災害時等に出動できる方として限定しておりますが、幅広く応募いただくため年齢
制限は設けておりません。

また、定員につきましては「七宗町消防団員の定員等に関する条例」で定める１７０名の定数に
含まれることから、活動中のけがに対しては公務災害補償が適用されます。なお、年俸や活動服な
どの支給はありませんが、活動中の安全を確保するため、ヘルメットのみを貸与する予定であります。

このような内容を明記した募集チラシを、２月２０日に地区の回覧として配布すると同時に、町
のホームページに掲載するなど、趣旨に賛同していただける方の募集を行っております。

応募いただきました方には、４月１日より機能別消防団員として活動していただきますので、ご
理解とご協力をお願いいたします。
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七宗町では、町民の自主的な健康づくりの取り組みを応援するため、岐阜県と協働して、「岐阜県健康・スポー
ツポイント事業」を実施しています。

各種健（検）診の受診、七宗町主催の健康づくり事業への参加、介護予防事業への参加等により、紙シート 10
ポイント、又はアプリ 100 ポイントを獲得すると特典（ミナモ健康スポーツカード、健康応援プレゼント抽選申
込書）が受けられます。

この機会に健康づくりに取り組んでみませんか。

 対象者 　２０歳以上の町内在住者（対象事業参加時にその事業の対象年齢となる方）

▼ 参加方法 ▼

● 七宗町役場住民課・神渕支所・生きがい健康センターで配布します。

● 七宗町のポイント対象事業に参加　※健（検）診ポイントは必ず獲得してください。

● ポイントが貯まったら、健康チャレンジシートに必要事項を記入し、七宗町役場住民課・
神渕支所・生きがい健康センターのいずれかに提出すると、ミナモ健康カード（年度につ
き１人１枚交付）と県の抽選申込書が交付されます。

● ミナモ健康スポーツカードを県内各地の協力店に提示することで、様々な特典を受けること
ができます。（協力店の情報は、県ホームページをご覧ください）

● 県の抽選申込用紙に切手を貼って応募すると、抽選で健康グッズや県特産品が当たります。
※県の抽選応募締切は、令和８年２月２８日（消印有効） です。

健康チャレンジシートをもらう（又はアプリをインストールする）1

健康づくりに取り組み、紙シート10ポイント、又はアプリ100ポイントを貯める2

特典をもらう3

特典を使う4

令
和
７
年
度 

七
宗
町
の
ポ
イ
ン
ト
対
象
事
業
一
覧

各 種 健（ 検 ）診
［必須］

特定健診・すこやか健診・職場の健（検）診・人間ドック・胃がん検診・
肺がん検診・大腸がん検診・前立腺がん検診・肝炎検査・子宮頸がん検診・
乳がん検診・骨密度検診・妊婦歯周疾患健診・成人歯周病検診・
ぎふさわやか口腔健診・結核検診

健 康 相 談 成人健康相談・結果相談会・特定保健指導（初回面接を受ける）

健 康 教 室 健康クラブ（※１）

スポーツイベント スポーツ広場・ふるさとまつり健康コーナー・レッキーマラソン

介 護 予 防 教 室 はつらつ貯筋教室（※２）・いきいきキラキラ教室（※２）・
お口の健康づくり教室・いきいき料理教室

（※3）
健 康 づ く り

毎食野菜料理を１皿以上食べる・１日30分以上歩く・体重を測る・
食後、寝る前に歯を磨く・週に2日は「お酒を飲まない日」をつくる・
たばこを吸わない

そ の 他 献血・自主的な健康づくりの運動サークル活動等（※４）

 （※1、2） 複数回コースの教室です。1回参加で1ポイント（アプリ5ポイント）ずつ付与し、最大5ポイント（アプリ25ポ
イント）付与します。ただし（※1）は、最大3ポイント（アプリ15ポイント）付与します。

（※3） 期間中30日以上取り組んだら1ポイント（5ポイント）付与します。
（※4）1回参加で1ポイント（アプリ5ポイント）ずつ付与し、最大3ポイント（アプリ15ポイント）付与します。
●アプリのみ毎日の歩数によりポイント付与あり。(①5000歩…１ポイント、②8000歩…４ポイント)

問い合わせ 七宗町役場　健康福祉課　健康係　☎０５７４－４８－１１１２

健 康 づ く り に 取 り 組 も う ！

岐阜県岐阜県健康・スポ健康・スポーーツポイント事業ツポイント事業ののご案内ご案内
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健康だより健康だより

七宗町役場  健康福祉課  健康係
（生きがい健康センター内）
☎48-1112    FAX48-1360

問い合わせ

健 康 カ レ ン ダ ー

ビタミンＣの役割
皆さんは、最近なんとなくやる気が出ない、体が

だるい、集中力が落ちたなど体の不調が出始めてい
ませんか？４月に新年度を迎え、大きな環境の変化
に伴う心身の負担や、ゴールデンウィークが明けた
この時期にどっと現れる、いわゆる「５月病」の恐
れが…。

ストレスを溜めず心と体をスッキリしたい！そんな
時はビタミン C を摂って体の調子を整えましょう！

◉そもそもビタミンCとは何か？
別名アスコルビン酸とも言います。ビタミン C

は皮膚や軟骨など結合組織を構成するコラーゲン
というたんぱく質の合成に不可欠なビタミンです。

ビタミンＣの主な働き
１．抗ストレスホルモンを合成し、ストレスの抑

制・自律神経安定効果
２．白血球の働きを高めて免疫力アップ
３．コラーゲンを合成し、シミの原因となるメラ

ニン色素を抑えて美肌効果
４．鉄の吸収率を高め貧血予防・改善効果
５．抗酸化作用で生活習慣病予防
６．骨粗鬆症予防
７．発がん性物質の形成抑制で抗ガン作用

ビタミン C は欠乏すると、毛細血管がもろくな
り、歯茎や皮下から出血すると言った「壊血病」
という症状がおこります。大航海時代、長期間に
わたる航海で新鮮な果物や野菜が摂取できなかっ
たため多くの船員が壊血病で亡くなりました。

過剰に摂取しても尿として体の外へ排出されるた
め、体に蓄積されることはありません。ビタミン
C は多くの動物は体内で作り出すことができますが、
人の体内では合成できない物質になるため継続的に
摂取しなければなりません。不足すると疲れやすく
なる、肌が荒れるなど様々な体の不調が出現します。
またビタミン C を摂り過ぎた過剰症は認められて
いないため、こまめに摂取しましょう。

◉ビタミンＣが含まれる食材
ビタミン C は、水に溶けやすく熱に弱い性質な

ため、ビタミン C を多く含む食材を調理する時は、
なるべく水にさらさず、火を入れ過ぎないことが
ポイントです。３分以上茹でるとビタミン C は半
減します。じゃが芋やさつま芋はビタミン C がで
んぷんで保護されているため、調理後もほとんど
分解されずに残ります。購入後は時間が経つにつ
れておいしさも栄養分も減ってしまうため、手早
く調理して食べましょう。

│今月の健康コラム│

同じ野菜でも旬の時期のものは、ビタミン C が
たっぷり含まれています。また捨ててしまいがち
な野菜の外側の葉や芯の部分にはビタミン C が多
く含まれています。

ストレス軽減のために、ビタミン C と合わせて
摂取すると良い栄養素は、ビタミン E・トリプト
ファン・ビタミン B 群です。ビタミン E はアスパ
ラやモロヘイヤ、トリプトファンは豆腐や大豆製
品、ビタミン B 群はナッツ類に多く含まれている
ので、摂取するようにしましょう。

ビタミンＣ
1日の摂取推奨量　▶ １５歳以上

男女ともに100㎎

健康相談
▼乳幼児・成人健康相談
　６月　６日(金)　午前９時３０分～１１時

　　　　　　　　  生きがい健康センター

　６月２０日(金)　午前９時３０分～１１時

　　　　　　　　  神渕コミュニティーセンター

　乳幼児：身体測定、育児相談

　成　人：血圧測定、尿検査、体脂肪測定

　保健師、管理栄養士が相談に応じます。

★個別予約制で実施します。生きがい健康センターまで
ご連絡ください。

▼母子健康手帳交付
　個別予約制で実施します。健康福祉課健康係（生き

　がい健康センター内）までご連絡ください。

　所要時間は、１時間から１時間３０分です。

 　（持ち物）①妊娠届出書

	 ②マイナンバーカード

	 　(通知カードの方は運転免許証または

　　　　　　  保険証等、身分を証明できるもの)

教  室
▼あそびの教室
　６月１８日(水)　午前１０時～１１時１５分

　　　　　　　　  木の国七宗コミュニティーセンター

 《対象者》乳幼児

◎ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

◦赤パプリカ１個（150ｇ）：255㎎
◦ブロッコリー（150ｇ）：160㎎
◦キャベツ１/４玉（250ｇ）：102㎎
◦キウイフルーツ１個（100ｇ）：69㎎
◦レモン１個（100ｇ）：50㎎
◦いちご５粒（75ｇ）：47㎎
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人　口　　3,112 人　　（－　8）
　　男　　1,488 人　　（－　5）
　　女　　1,624 人　　（－　3）
世帯数　　1,390 世帯　（＋　2）

内 訳 出　生　 0 人　　死　亡　 5 人
転　入　10 人　　転　出　13 人

６月の税・料七宗町の人口

令和 7 年 5 月１日 現在
（外国人を含めた数となっています）

無料相談

人権相談
期 日 ／ ６月５日（木）
時 間 ／ 午前10時 ～ 正午
会 場 ／ 神渕
　　　   コミュニティーセンター

法律相談
期 日 ／ ６月５日（木）
時 間 ／ 午後１時 ～ ４時
会 場 ／ ：サンホーム七宗

有
料
広
告

相続登記が義務化されました。
令和６年４月１日からは、死亡により相続が発生

すると、相続人は３年以内に相続登記をしなければ
ならないこととされました。放置しておくと１０万
円以下の過料が科せられる可能性があります。

令和６年４月１日より前に死亡し、相続した場合
も対象となります。

相続に関すること  お気軽にお電話ください
　　 加茂郡七宗町神渕１４８９２番地１

司法書士・行政書士　堀部章比己事務所
TEL ０５７４－４６－１１５２

　　　　スタッフ求む！
勤 務 先：ロックタウンプラザ（七宗町中麻生1169-1）

時　　間：①９時～17時の間で応相談
　　　　　②８時15分～14時15分
給　　料：時給1,001円（距離に応じ交通費支給）
出 勤 日：①週３日以上（土・日・祝日　大歓迎）
　　　　　②日曜日
業務内容：①厨房、レジ
　　　　　②野彩ひろばのレジ、管理

┃詳細については、お気軽にお問合せください┃
問合せ：ロックタウンプラザ  ℡48-2511（担当：中島）

お悔やみ
地 区 名 死 亡 者 年　齢 親　族

小 穴 小池　勝拡 82歳 小池　英行

上八日市 福井　　勉 93歳 福井　孝広

葉 津 長島　正純 74歳 長島　直子

奥 田 山岡 千代子 88歳 山岡　義典

本 郷 上 渡邉　三枝 95歳 浅見　淳子

◦町県民税	 第 1期分
◦国民健康保険税	 第 2期分
◦介護保険料	 6月分
◦後期高齢者医療保険料	 6月分

※納付は口座振替が便利です

納期限　令和７年6月30日

※法律相談をご希望の方は、七宗町社会福祉協議会まで
お申し込みください。
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第 578 号

七宗町教育委員会だより

4 月 4 日（金）入園式、7 日（月）中学校、8 日（火）
小学校の入学式がそれぞれ行われました。

子どもたちは新しい制服で晴れやかな姿を見せま
した。

式典では、代表者のあいさつや校歌、園歌の斉唱
などが行われ、温かい雰囲気の中で進行されました。

保護者にとっても感動の瞬間であり、子どもたち
の成長を感じる大切な時間となりました。

4 月 5 日（土）全日本学童軟式野球大会加茂
郡予選が行われました。

日頃の練習の成果を充分に発揮し、白熱し
た試合が繰り広げられました。

観客席からは大きな声援が飛び交いました。
見事最後まで勝利し、加茂郡代表として県

大会に出場します。

入園式・入学式

全日本学童軟式野球大会（坂祝ホワイトセブン）

第１保育園

上麻生小学校

第２保育園

神渕小学校

七宗中学校
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第578号

４月１６日（水）子育て支援センターにおいて、合同りんごくらぶが行われました。
フラワーペーパーでいちごを作りました。フラワーペーパーをぎゅっぎゅっと丸めたり、くしゃくしゃ

と握って、その感触を楽しみ、ビニール袋に入れていきました。
次は大好きなシール貼りです。丸いシールを種にみたててペタペタと貼りヘタと葉をつけたら完成です。
ふわふわな可愛いいちごをビニールの上から触ったり、ボールのようにしてあそぶのもいいですね。

４月１８日（金）第 1 保育園、２１日（月）第２保育園において、新入園児歓迎会が行われました。
今年度もかわいいお友だちがたくさん入園し、園内が一層にぎやかになりました。
歓迎会では、在園児たちが心を込めて歌などを披露し、新入園児のみなさんを温かく迎えました。
新しいお友だちの緊張した表情も、少しずつ笑顔に変わっていき、とても和やかな時間となりました。

合同りんごくらぶ「フラワーペーパーのいちご制作」

新入園児歓迎会

第１保育園 第２保育園
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七宗町教育委員会だより

4 月２２日（火）木の国七宗コミュニティーセンター
において、いきいきセミナーの開講式が行われました。
「心と体の健康づくりを目指し、無理のない生活で、

仲間と楽しく、時代の変化に応じて新しいことを学び
ましょう」を目的に行っています。

多くの参加者が集まり、ヨガや歌を通じて心と体の
健康づくりに取り組みました。

ヨガの時間では、講師に中島結さんをお招きし、無
理のない動きで身体をほぐし、リラックスした時間を
過ごしました。

歌の時間では、懐かしい童謡や昭和歌謡などを皆で
歌い、会場には笑顔と歌声が溢れました。

その後、年間計画づくりを行いました。

5 月 5 日の「こどもの日」を前に、4 月２８日（月）
第 2 保育園、３０日（水）第 1 保育園において、子ども
の日の集いが行われました。

こいのぼりの由来や「こどもの日」の意味について
の話を聞いたり、皆で元気に歌を歌ったりして、楽し
い時間を過ごしました。

手作りのこいのぼりや兜をつくる活動を行い、子ど
もたちは自分の作品をうれしそうに見せ合っていま
した。

また、園庭にはこいのぼりが元気に泳ぎ、風に揺れ
るその姿に子どもたちも大喜び！元気いっぱいに遊び
ながらすこやかな成長を願う 1 日となりました。

いきいきセミナー開講式

子どもの日の集い

   第３日曜日は　家庭家庭のの日日
話し合い　心をつなぐ　明るい家庭　家族のふれあいを大切に
　　　　　　　七宗町青少年育成町民会議
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月日 曜 木の国七宗コミュニティーセンター 神渕コミュニティーセンター 町民運動場

5/21 水 あそびの教室 9:30～ 健康体操 10:00～ 神渕グラウンドゴルフ 9:00～
可茂食品衛生協会七宗支部 12:30～ 少年剣道 19:00～ 消防操法訓練 20:00～
七宗パソコンサークル 13:00～
商工会総会 15:00～
学びのとびらリラックスヨガ 19:00～

22 木 ダンベル・エアロビ同好会 9:30～ 消防操法訓練 20:00～
さくらの会 9:30～
ティンカーベル 14:00～
真向法体操七宗サークル レッキー教室 14:00～
康ちゃん卓球 19:30～
体育協会理事会 19:30～

23 金 上小５．６年家庭科授業 8:30～ 手編み同好会 13:00～ グラウンドゴルフ同好会 9:00～
はつらつ貯筋教室 10:00～ トールペイント 13:30～ 消防操法訓練準備 13:00～
真向法体操七宗サークル 上麻生教室 13:00～ 飛水太鼓 19:00～
学びのとびら着物リメイク 14:00～
猟友会 18:30～

24 土 交通安全協会上麻生分会 19:00～ 歌謡同好会 12:00～ 消防操法訓練準備 8:30～
七宗卓球 19:30～ 少年剣道 19:00～

25 日 上麻生戦没者遺族会 10:00～ 操法お披露目会 8:30～
26 月 休館日 休館日

27 火 猟銃検査 8:30～ 給食サービス 8:30～ グラウンドゴルフ同好会 9:00～
サロンどひちそう 9:30～ ゴールドクラブ 19:00～
いきいきセミナー 13:30～ ミニバレー同好会 19:00～

ラウラ 19:30～
28 水 乳幼児期家庭教育学級 9:00～ 給食サービス 8:30～ 神渕グラウンドゴルフ 9:00～

七宗パソコンサークル 13:00～ 少年剣道 19:00～
学びのとびら足ほぐしと肩こり解消ストレッチ～前期～ 14:15～
スポーツ振興推進協議会 19:00～

29 木 ダンベル・エアロビ同好会 9:30～
学びのとびらからだが喜ぶ発酵調味料 10:00～
真向法体操七宗サークル レッキー教室 14:00～
康ちゃん卓球 19:30～
青少年育成町民会議指導員会 19:30～

30 金 いきいきキラキラ教室 10:00～ 飛水太鼓 19:00～ グラウンドゴルフ同好会 9:00～
学びのとびら楽しいクラフトかご作り～経験者～ 10:00～
真向法体操七宗サークル 上麻生教室 13:00～
猟友会総会 18:30～

31 土 七宗卓球 19:30～
6/1 日

2 月 休館日 休館日

3 火 サロンどひちそう 9:30～ グラウンドゴルフ同好会 9:00～
4 水 七宗パソコンサークル 13:00～ 健康体操 10:00～ 神渕グラウンドゴルフ 9:00～

学びのとびらリラックスヨガ 19:00～
5 木 学びのとびらからだが喜ぶ発酵調味料 10:00～ 人権相談 9:00～

学びのとびらインチキおじさんの初めてのマジック 13:30～ 商工会女性部 9:30～
真向法体操七宗サークル レッキー教室 14:00～
ティンカーベル 14:00～
康ちゃん卓球 19:30～

6 金 上小５・６年家庭科授業 8:30～ 飛水太鼓 19:00～ グラウンドゴルフ同好会 9:00～
はつらつ貯筋教室 10:00～
学びのとびら楽しいクラフトかご作り～経験者～ 10:00～
真向法体操七宗サークル 上麻生教室 13:00～

7 土 探究の家 10:00～
8 日

9 月 休館日 休館日

10 火 給食サービス 8:30～ グラウンドゴルフ同好会 9:00～
民生児童委員定例会 9:00～
学びのとびら落語教室 13:30～

11 水 給食サービス 8:30～ 神渕グラウンドゴルフ 9:00～
七宗パソコンサークル 13:00～
学びのとびら足ほぐしと肩こり解消ストレッチ～前期～ 14:15～

12 木 学びのとびら七宗音頭（ゆかしき七宗）を踊りましょう 13:30～ 墨の友 18:30～
とんちんかん 13:30～
真向法体操七宗サークル レッキー教室 14:00～
ティンカーベル 14:00～
康ちゃん卓球 19:30～

13 金 はつらつ貯筋教室 9:30～ 飛水太鼓 19:00～ グラウンドゴルフ同好会 9:00～
真向法体操七宗サークル 上麻生教室 13:00～
学びのとびら着物リメイク 14:00～

14 土 読み聞かせ 10:00～ 少年の主張を聞く会 14:00～
学びのとびら懐メロを皆で歌い楽しもう 13:30～

15 日

16 月 休館日 休館日

17 火 サロンどひちそう 9:30～ グラウンドゴルフ同好会 9:00～
子ども会育成会役員会 19:30～

18 水 あそびの教室 9:30～ 健康体操 10:00～ 神渕グラウンドゴルフ 9:00～
七宗パソコンサークル 13:00～
学びのとびらリラックスヨガ 19:00～

19 木 ダンベル・エアロビ同好会 9:30～ 墨の友 18:30～ 第２９回加茂郡老人クラブ連合軽スポーツ大会準備 15:00～
学びのとびらからだが喜ぶ発酵調味料 10:00～
学びのとびらインチキおじさんの初めてのマジック 13:30～
真向法体操七宗サークル レッキー教室 14:00～
康ちゃん卓球 19:30～

20 金 加茂郡猟友会 9:00～ 健康相談 9:30～ 第２９回加茂郡老人クラブ連合軽スポーツ大会 8:30～
いきいきキラキラ教室 10:00～ 飛水太鼓 19:00～
学びのとびら楽しいクラフトかご作り～経験者～ 10:00～
真向法体操七宗サークル 上麻生教室 13:00～

※５月７日受付分まで
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トンボ玉の体験をしてみませんか

ー

　わくわく体験館では、火曜日及び祝日の休館
日を除き各種の体験講座を実施しています。普
段見慣れているガラスを使い自分の作品を作り
出す楽しさを是非体験してみてください。
(土日は、混み合うことがありますので、早めの電話予約をお願いします)

トンボ玉体験
●トンボ玉１個作る６０分コース
　参加費：1,800円 対象：小学３年生以上
●花模様のトンボ玉を作る１２０分
　コース（２個以上）
　参加費：3,000円 対象：小学５年生以上

■
材 

料 

（
２
人
分
）

◦豚ひき肉	 120ｇ
◦たけのこ水煮	  80ｇ
◦赤パプリカ	 1/4個（35ｇ）
◦生しいたけ	 大１個（25ｇ）
◦レタス	 1/2個（200ｇ）
◦人参	 1/3本（60ｇ）
◦長ねぎ	 1/2本（50ｇ）
◦かいわれ大根	 1/2パック（40ｇ）

◦味噌	 大さじ１と1/2
◦しょうゆ	 小さじ１
◦砂糖	 小さじ１
◦酒	 大さじ１

◦ごま油	 小さじ２
◦しょうが（みじん切り）	1/2片（８ｇ）
◦豆板醤	 小さじ1/2
◦大葉	 10枚（７ｇ）

Ａ

│

減塩も意識！２/３日分野菜レシピ │

豚肉のビタミンＢ１で疲れにくい体を作ろう！肉みそは野菜と一緒にレタス
に包んでいただきます。甘辛い肉みそと野菜の相性がバッチリ合い、やみ
つきになる味です。

中華風肉みそ野菜巻き

■
作
り
方

①たけのこ、赤パプリカは5㎜角に切り、生しいたけは石づきを除いて粗
みじん切りにする。

②レタスは半分に切り、人参、長ねぎ、は千切りにする。かいわれ大根は
根元を切る。

③ボウルにＡを入れて混ぜ合わせる。
④フライパンにごま油、しょうが、豆板醤を入れて中火にかけ、香りが出た

らひき肉を加えてポロポロになるまで炒める。
⑤①を加えてさらに炒め、全体がしんなりしたら③を加えて炒め合わせ

て器に盛る。
⑥別の器に②、大葉を盛り、⑤を添える。

わ わ 体 館く く 験 ののガラス工芸講座ガラス工芸講座

上段：一人分の栄養価　下段：50～69歳  身体活動レベル「普通」の男性１日の栄養必要量
エネルギー たんぱく質 脂　質 カルシウム 鉄 ビタミンＣ 塩　分
330Kcal 13.9g 18.9g 69mg 2.1mg 27mg 1.7g

（2,450kcal） （50g） （54～69g）（700mg） （7mg） （85mg） ★7.5g未満
 ★成人女性の塩分は、１日6.5g未満。高血圧の方は6g未満が目標です。

講座名  トンボ玉 基礎講座①　【対象】大人

●期日時　水曜コース（午前９時～正午）6/25、7/2、7/9、7/16
　　　　　日曜コース（午後１時～４時）6/29、7/6、7/13、7/20

●参加費　15,000円（材料費・消費税込）　●締 切　６月１５日（日）

詳細はお問い合わせください
問い合わせ・申込先

わくわく体験館  〒509-0247 岐阜県可児市塩河１０７１－４
　　　　　　　　　☎０５７４－６５－１５１５

いつも笑顔をたくさん

見せてくれてありがとう！

これからも

お兄ちゃんお姉ちゃんと

たくさん遊ぼうね！

　杉 洞　

 加
か

藤
と う

　 旬
しゅん

さん
Ｒ６年４月12日生
〈保護者 勇希〉

44月生まれ月生まれ
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